
国
民
健
康
保
険
を
円
滑
に
運
営

す
る
た
め
、
平
成
20
年
度
か
ら
の

税
率
を
改
定
し
ま
す
。
税
率
は
上

図
の
通
り
で
す
。

こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
税
の

納
付
は
、
納
税
通
知
書
（
納
付
書
）

か
口
座
振
替
の
ど
ち
ら
か
で
し
た

が
、
10
月
か
ら
、
特
別
徴
収
の
対

象
と
な
る
人
は
原
則
と
し
て
受
給

さ
れ
て
い
る
年
金
か
ら
の
天
引
き

に
よ
る
納
付
方
法
に
変
わ
り
ま
す

（
９
月
ま
で
は
従
来
通
り
）。

特
別
徴
収
（
天
引
き
）
と
な
る

の
は
、
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険

の
加
入
者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳

未
満
の
世
帯
の
世
帯
主
（
社
会
保

険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入

者
を
除
く
）
で
、
受
給
し
て
い
る

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人
で

す
。
な
お
、
介
護
保
険
料
（
65
歳

以
上
）
と
国
民
健
康
保
険
税
の
合

計
額
が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１

を
超
え
る
場
合
は
、
従
来
の
納
税

通
知
書
（
納
付
書
）
か
口
座
振
替

に
よ
る
納
付
方
法
と
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
創
設

さ
れ
、
75
歳

以
上
の
人
が

新
し
い
保
険

制
度
へ
移
行

し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、

世
帯
割
で
賦

課
さ
れ
る
分

や
被
扶
養
者

だ
っ
た
人
な

ど
、
国
民
健

康
保
険
税
が

急
激
に
増
加

す
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る

場
合
は
、
一

定
期
間
、
保

険
税
に
つ
い

て
の
配
慮
が
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
世
帯
の
合
計
所
得
金
額

が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
医
療
保

険
分
・
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
・

介
護
保
険
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
均
等

割
額
と
平
等
割
額
が
右
表
の
通
り

軽
減
と
な
り
ま
す
。

軽
減
を
受
け
る
に
は
、
世
帯
全

員
の
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

次
の
1
〜
3
の
事
情
に
よ
り
、

保
険
税
の
納
付
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
場
合
、
保
険
税
が
減
免
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

対
象
と
な
る
国
保
税
は
、
納
め
る

期
限
（
納
期
限
）
が
来
て
い
な
い

分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

1
火
災
・
風
水
害
な
ど
の
災
害
に

よ
り
、
住
宅
や
家
財
な
ど
に
著
し

い
被
害
を
受
け
た
2
「
疾
病
な
ど

に
よ
り
就
労
が
で
き
な
い
」
・
「
休

廃
業
」
・
「
倒
産
や
リ
ス
ト
ラ
に
伴

う
失
業
」
・
「
天
災
に
よ
る
農
作
物

の
不
作
」
に
よ
り
、
前
年
に
比
べ

て
、
所
得
が
著
し
く
減
少
し
て
困

窮
し
て
い
る
3
そ
の
他
、
特
別
の

事
情
が
あ
る
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

４
月
以
降
、
75
歳
以
上
の
人
が

会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者

保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
移
行
し
た
場
合
、
そ
の
扶
養
家

族
で
あ
る
被
扶
養
者
は
、
新
た
に

国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
手
続
き

が
必
要
で
す
。
手
続
き
は
、
事
業

所
な
ど
が
発
行
す
る
「
資
格
喪
失

証
明
書
」
を
お
持
ち
の
上
、
申
請

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
65
〜
74
歳

の
被
扶
養
者
は
、
２
年
間
所
得
割

が
免
除
さ
れ
、
均
等
割
が
半
額
に

な
り
、
被
保
険
者
が
１
人
の
場
合

な
ど
は
、
平
等
割
も
半
額
に
な
り

ま
す
。
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本
文
中
に
費
用
な
ど
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
無
料
。

＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

＝
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

保
険
税
率
を
改
定
し
ま
す

保
険
税
の
軽
減

納
付
が
困
難
な
場
合
は
相
談
を

新
た
に
国
保
加
入
の
手
続
き
が

必
要
で
す

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収
を

10
月
か
ら
開
始

軽減割合 前年中の合計所得金額

７割軽減 33万円以下

５割軽減 33万円＋(24.5万円×世帯主を除く被保険者数)以下

２割軽減※

※２割軽減は、平成20年度から申請の必要がなくなりました。

33万円＋(35万円×世帯主を含む被保険者数)以下

国民健康保険被保険者のうち40歳以上65歳未満の人が対象�

国民健康保険被保険者全員が対象�

1 所得割分 (平成19年中の合計所得金額－基礎控除額33万円)× 8.16% 6.00% 

2 均等割分 被保険者１人について 27,000円 23,300円�

3 平等割分 １世帯について 30,000円 20,000円�

1 所得割分 (平成19年中の合計所得金額－基礎控除額33万円)× 2.35%�
2 均等割分 被保険者１人について  8,200円�

3 平等割分 １世帯について  7,000円�

後期高齢者支援金分（平成20年度から新たに追加）�

（1＋2＋3の合計）�

変更前� 変更後�

1 所得割分 (平成19年中の合計所得金額－基礎控除額33万円)×1.70% 2.05% 

2 均等割分 被保険者１人について 7,300円 8,200円�

3 平等割分 １世帯について 6,000円 6,900円�

変更前� 変更後�

医療保険分と介護保険分の資産割分は､平成20年度から廃止しました｡�

医療保険分（1＋2＋3の合計）�

介護保険分（1＋2＋3の合計）�

４
月
か
ら
、
75
歳
以
上
の
人
が
全
員
加
入
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

が
始
ま
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
医
療
費
を
75
歳
ま
で
の
人
に
も
支

援
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税

は
、
医
療
保
険
分
と
介
護
保
険
分
（
40
〜
64
歳
の
人
）
を
課
税
し
て
い

ま
し
た
が
、
平
成
20
年
度
か
ら
、
新
た
に
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」
を

合
算
し
て
課
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知

書
は
、
７
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す
。
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